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（令和元年度第一回事務事業評価委員会資料） 
 

食の安全・安心事業について 

 
１ 事業の趣旨 

  京都市では，「京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例」に基

づき，「京都市食の安全安心推進計画」を策定し，食の安全安心施策を総合的かつ計

画的に推進している。同計画では，消費者，食品等事業者，行政担当者などの関係

者の間で情報や意見をお互いに交換し，食品の安全性についての理解を深め合う「リ

スクコミュニケーション」事業を推進することとしており，具体的には食品製造施

設の見学会や家庭内食中毒予防講座等の参加型意見交換会のほか，ＳＮＳやみやこ

健康安全ネット，ホームページ等による情報発信の取組を行っている。 
 

２ 事業の内容 

 ⑴ 参加型リスクコミュニケーションの実施 

  ア 体験！一日食品衛生監視員～食品工場へ行こう！！～」（食品工場見学会） 

    市内の小中学生及びその保護者に対し，製造施設の見

学のほか，施設の従事者や本市の食品衛生監視員との意

見交換などを実施し，食の安全性の確保に関する取組に

ついて，理解を深めていただいた。 
開催日 場所 参加者

数 

平成３０年８月２３日 株式会社美十 

京都本社・工場 

１８人 

平成３０年９月 ８日 １９人 

平成３１年３月２０日 
株式会社土井志ば漬本舗 

３２人 

平成３１年３月２３日 ３１人 

 
  イ 「みんなで実験 たのしく学ぶ食中毒予防」（小学生向け家庭内食中毒予防講座） 

    食品の安全性について理解を深め，家庭での食中毒予防に繋げるため，小学

生及びその保護者を対象に，体験学習会を開催した。 
   開 催 日  平成３０年７月２５日，２６日 
   場  所  京都市衛生環境研究所 
   参加者数  ３８人（小学生及びその保護者） 
   内  容  食品の細菌検査体験 
         顕微鏡を用いた食中毒菌の観察 
         手洗いチェック体験 
 



  ウ 食の安全安心推進の日（食の安全・安心デー） 

    「京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保

に関する条例」により，食品衛生月間の初日となる

毎年８月１日を「食の安全安心推進の日（食の安全・

安心デー）」と定め，食中毒予防に関する啓発活動を

展開している。 
    平成３０年度は，一社 京都市食品衛生協会と共

催で，カナート洛北（左京区）において手洗いチェ

ッカーを用いた正しい手洗方法の講習を実施するとともに，市内約２０箇所の

商店街等において，市民の皆様に対し，食中毒予防の標語入りうちわを配布す

るなど，食中毒予防等の啓発を行った。 
    手洗いチェック体験参加者数 ９０人  
  エ 地域密着型リスクコミュニケーション事業 

    医療衛生センターが主体となり，行政区ごとに食中毒予防講習会や工場見学

などの市民参加型事業を実施した。 
  （ア）食の安全安心クッキング 

     梅酒づくり体験を通して食中毒の危険性及び衛

生的な手洗いについて学び，食の安全に関する理解

を深めていただいた。 
     開 催 日  平成３０年１０月５日 
     参加者数  ２０人 
  （イ）食品工場見学会 

     漬物製造工場における衛生管理の取組の見学や

本市食品衛生監視員を交えた意見交換会を開催し

た。 
     開 催 日  平成３１年２月１３日 
     場  所  株式会社京都なり田 
     参加者数  ２０人 
  （ウ）体験型手洗い講習会 

     大学学祭での模擬店出展者や社会福祉施設の従業員等を対象に手洗いチェ

ッカーを使用した正しい手洗いの体験学習会を計１１回開催した。 
      参加者数 ６７５人 
 
 
 
 



  オ その他啓発活動 

  （ア） 「大学のまち・京都」の特性を活かした取組として，大学コンソーシア

ム京都・単位互換科目「消費者問題」への講師派遣や地域に密着して食育

推進活動を展開する「食育指導員」に対し，正しい手洗いの実演を行うな

どの啓発活動を実施した。 
      参加者数  １２８人 
  （イ） 本市が主催する各種イベントにて食の安全安心に係るブースを出展し，

食中毒予防に係る啓発活動を実施した。 
     ａ 「健康長寿のまち・京都いきいきフェスタ 2018」における食品衛生啓発 

       食中毒・感染症予防に向け，正しい手洗いが行え

ているか確認する「手洗いチェック体験」や，「京・

食の安全衛生管理認証制度」の周知を行うため，食

品安全ブースを出展した。 
       開 催 日  平成３０年１１月１０日  
       場  所  みやこめっせ（京都市勧業館） 
       ブース体験者数  約８００人 
     ｂ 京都市中央卸売市場第一市場「鍋まつり」における食品衛生啓発 

       食の流通拠点である中央卸売市場第一市場で開催された「鍋まつり」

においてブース出展し，来場した市民の方に対して啓発物品の配布や食

品衛生に関するクイズを実施した。 
       開 催 日  平成３０年１１月２３日 
       場  所  中央卸売市場第一市場 
       ブース体験者数  食品衛生クイズ 約５００人 
  カ 啓発用物品の作成 

    市民の方々に食の安全安心に関する取組に関心や親しみをもってもらい，食

中毒予防に資するよう，啓発物品を作成し，各種イベントや講習会で配布した。 
  【平成３０年度作成実績】 
   ・ ボ ー ル ペ ン  ３，０００本 
   ・ クリアファイル ２，５００枚 
 ⑵ みやこ・健康安全ネットやＳＮＳ（Facebook）による食品安全に関する情報の発信 

  ア みやこ・健康安全ネット 

    「みやこ健康・安全ねっと」とは，本市公式ホームページから登録いただい

た方の携帯電話やパソコンに，電子メールで市内の健康危機の発生状況や注意

喚起情報を発信するサービスである。 
    平成３０年度は，食中毒予防情報など，１８件を発信した。 
    （食中毒等啓発情報：１６回，その他：２回）。 



 

イ ＳＮＳ（Facebook） 

     平成２８年４月に京都市食の安全安心啓発キャラクター「おあがリス」の

Facebook を開設し，食中毒予防や食品安全関連イベント情報を発信している。 
     平成３０年度は，食品工場見学会等の参加型リスクコミュニケーション事

業の開催案内や食中毒予防の啓発メッセージなど，１５件を発信した。 
   （食中毒予防情報：６回，食品安全関連イベント情報：６回，その他：３回）。 
 

配信日 内容 

1 4 月 25 日 「平成３０年度京都市食品衛生監視指導計画」を策定 

2 5 月 10 日 平成３０年度食中毒・感染症予防対策講習会を受講しませんか？ 

3 6 月 8 日 平成３０年度食中毒・感染症予防対策講習会を開催しました！ 

配信日 内容 

1 4 月 27 日 海外での感染症（ＧＷ期間） 

2 4 月 27 日 海外へ渡航される皆様へ 

3 4 月 27 日 レジャーシーズン到来！食中毒を予防しましょう！！ 

4 7 月 25 日 海外旅行での感染症（夏休み） 

5 7 月 26 日 ダニ媒介感染症に注意しましょう 

6 7 月 30 日 ８月は食品衛生月間です！！（第１回）～食の安全・安心デー～ 

7 8 月 6 日 ８月は食品衛生月間です！！（第２回）～腸管出血性大腸菌に気

を付けましょう！～ 

8 8 月 13 日 ８月は食品衛生月間です！！（最終回）～バーベキュー～食中毒

に気を付けて！ 

9 9 月 7 日 風しんに注意しましょう 

10 10 月 5 日 毒キノコに注意しましょう！ 

11 10 月 23 日 油断大敵！秋も食中毒は起こります！ 

12 11 月 14 日 ノロウイルスによる食中毒を予防しましょう！！ 

13 11 月 19 日 フグによる食中毒に御注意ください！ 

14 12 月 25 日 海外に渡航される皆様へ（年末年始） 

15 1 月 22 日 有毒植物による食中毒に注意しましょう！ 

16 1 月 22 日 インフルエンザが流行しています！ 

17 2 月 19 日 
２０１９年度京都市食品衛生監視指導計画の策定に係る市民意見

募集 

18 2 月 28 日 麻しん（はしか）の患者数が増加しています！ 



4 6 月 25 日 「みんなで実験 楽しく学ぶ食中毒予防」参加者募集 

5 7 月 3 日 平成２９年度食品衛生監視指導結果について 

6 7 月 30 日 ８月１日は「食の安全安心推進の日（食の安全・安心デー）」だ

よ！ 

7 7 月 31 日 明日（８月１日）は「食の安全安心推進の日」だよ！ 

8 8 月 1 日 本日（８月１日）は「食の安全安心推進の日（食の安全・安心デ

ー）」です！ 

9 8 月 6 日 「体験！一日食品衛生監視員～工場見学に行こう！～」参加者募

集中！ 

10 9 月 28 日 食品等事業者の皆様を対象に食品表示講習会を開催するよ！ 

11 10 月 19 日 毒キノコによる食中毒に注意！！ 

12 11 月 13 日 平成３０年１１月９日，食品衛生に関する表彰式が開催されまし

た。 

13 11 月 29 日 ふぐの食中毒について 

14 11 月 30 日 ノロウイルス食中毒予防強化月間について 

15 2 月 8 日 
２０１９年度の京都市食品衛生監視指導計画（案）について皆様

の御意見を募集しています！ 

 

３ 業務委託実績 

年度 内容 金額 
２８ 【若年層向け食の安全安心啓発動画資料作成】 

 次世代を担う若年層へ食の安全安心に関する適切な情報発信と

正しい知識の普及を図るため，小学生及びその保護者が一緒に学

べる手洗い動画の作成を委託した。 

993,600 

２９ 【食の安全安心推進の日オープニングイベントに関わる会場設営】 
 オープニングイベントの開催にあたり，舞台や客席等の設営を

委託した。 

99,360 

３０ 【京都市食の安全安心啓発キャラクター「おあがリス」イラスト集の作成】  
 食の安全安心に係る啓発資材の作成に活用するため，「おあがリ

ス」のイラストデータ５０パターンの作成を委託した。 

64,800 

 



本冊については，以下のＵＲＬから御覧ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000221/221040/2kisuishinkeikaku.pdf

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000221/221040/2kisuishinkeikaku.pdf






（令和元年度第一回事務事業評価委員会資料） 
保 健 福 祉 局 
健康長寿のまち・京都推進室 
健 康 長 寿 企 画 課 

 
がん対策について 

 

１ 事業の概要 

本市では，健康増進法第１９条の２及び健康増進法施行規則第４条の２に基づき，市町村によ

る健康増進事業として，早期発見・早期治療によってがんの死亡率を減少させることを目的に，

一定の年齢にある市民を対象として，「がん検診」を実施している。 
・健康増進法第１９条の２ 

市町村は，第１７条第１項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定める

ものの実施に努めるものとする。 

 

・健康増進法施行規則第４条の２ 

法第１９条の２の厚生労働省令で定める事業は，次の各号に掲げるものとする。 

（１～５：略） 

６ がん検診 
 
２ 本市が実施するがん検診の概要 

 

＜参考別紙＞ 

・がん検診ガイド（令和元年５月発行） 

・市民しんぶん区版挟み込み（令和元年５月１５日発行） 

 

 

検診種別 対象者／受診間隔 検査内容／受診料金 

胃がん検診 ５０歳以上／２年に１回 
胃内視鏡検査／３，０００円 
胃部エックス線検査／１，０００円 

※受診申込時に上記どちらか一方の検査を選択。 

大腸がん検診 ４０歳以上／１年に１回 便潜血検査／３００円 

肺がん検診 ４０歳以上／１年に１回 
胸部エックス線検査／無料 
喀痰（かくたん）検査／１，０００円 

※喀痰検査は問診の結果に応じて必要な者のみ実施。 

前立腺がん検診 ５０歳以上の男性 
／２年に１回 血液検査（ＰＳＡ検査）／１，５００円 

乳がん検診 ３０歳以上の女性 
／２年に１回 

３０歳代：乳房超音波検査（エコー）／１，３００円 
４０歳以上：乳房エックス線検査（マンモグラフィ） 

／１，３００円 

子宮頸がん検診 ２０歳以上の女性 
／２年に１回 子宮頸部細胞診／１，０００円 

胃がんリスク 
層別化検診 

４０・４５・５０・５５ 
６０・６５歳／左記年齢 
を通じて１回のみ 

血液検査（ＡＢＣ検診）／５００円 



３ これまでの事業の見直しの内容 

 
４ 本市が実施するがん検診の広報について（平成３０年度の実績） 

 

年月 内容 

平成１９年 ９月 ・受診機会の増加と利便性の向上を目的に，最大５種類のがん検診（胃・大腸・肺・乳房・

子宮）を１日で受診できる「がんセット検診」を開始。 

平成２２年１１月 ・受診機会の増加と利便性の向上を目的に，検体の郵送により受診できる「大腸がん郵送

検診」を開始。※検体への影響の関係上，冬期（１１月～翌年３月）のみ実施。 

平成２３年 ７月 ・受診機会の増加と利便性の向上を目的に，最大３種類のがん検診（胃・大腸・肺）を日

曜日に１日で受診できる「日曜がんセット検診」を開始。 

平成２４年１０月 ・前立腺がんの早期発見・早期治療を目的に，「前立腺がん検診」を開始。 

平成２９年 ４月 

・国が策定するがん検診の指針の改定を踏まえ，「胃がん検診」の対象年齢を「４０歳以

上」から「５０歳以上」へ引上げ。 
・子宮がん検診のあり方の見直し（「子宮体がん検診」の廃止，及び，検診の精度向上を

目的として「子宮頸部細胞診」の検査手法に「液状検体法」を導入。）。 

平成２９年 ６月 
・国が策定するがん検診の指針の改定を踏まえ，「胃がん検診」に「胃内視鏡検査」を導

入。 
・胃がん対策のさらなる充実を目的に，「胃がんリスク層別化検診」を開始。 

平成３０年 ４月 

・国が策定するがん検診の指針の改定を踏まえ，「胃がん検診」の受診間隔を「１年に１

回」から「２年に１回」へ変更。 
・国が策定するがん検診の指針の改定を踏まえ，「乳がん検診」の検査の一つとして実施

していた「視触診」を廃止。 

取組 内容 

「がん検診ガイド」

の配布・配架 
「がん検診ガイド」を作成のうえ，京都市国保全世帯（約２２万世帯）へ配布するとと

もに，各区・支所等や各イベントにおいて随時配布・配架。 
市民しんぶん区版挟

み込みによる広報 
市民しんぶん区版挟み込み（約６６万部）を活用し，市内全市域を対象とした広報を実

施。 

申込書付きチラシの

回覧 

地域における回覧を活用し，実施時期や実施区に合わせて，申込書を添付した案内チラ

シを回覧。 
【回覧による広報を行っているがん検診】 
「がんセット検診」，保健福祉センター施設内で実施しているがん検診，「胃がん巡回検

診」，「乳がん巡回検診」，「大腸がん郵送検診」 
※巡回検診：検診車を一定の時期に区役所等へ配車して実施する検診。 

指定医療機関におけ

るポスター掲示 
かかりつけ医を通じたがん検診の受診勧奨の取組として，ポスターを作成し，本市のが

ん検診の指定医療機関（８１０機関）に送付のうえ，積極的な掲示を依頼。 

個別受診勧奨の実施 
国においても推奨されており，本市においても平成２９年度に実施して一定の効果が認

められた個別受診勧奨を，一層強化して実施（延べ個別受診勧奨人数：４０，７６４人）。 
※個別受診勧奨：一般的な広報ではなく，一定の条件下にある個人一人ひとりを対象とした受診勧奨。 

市民しんぶん区版へ

の記事掲載 
実施時期や実施区に合わせて，各区の市民しんぶん区版にがん検診の実施を案内する記

事を掲載。 
本市ホームページへ

の情報掲載 本市ホームページにおいてがん検診の実施に関する情報を掲載。 







がんは誰がなっても おかし く あり ません。

がんは早期発見すれば9 0％以上が治り ます。

京都市では各種がん検診をお安く

受けていただけます。

受
けましょう がん検診！

目次

1

2

3 ～4

6

7 ～8

9

1 0

11～12

13

1 4

1 5

16～25

26～30

が
ん
か
ら

「
い
の
ち
」を

 

守
る
た
め
に

京
都
市
が

実
施
す
る

が
ん
検
診

胃
が
ん
検
診

5

胃
が
ん
リ
ス
ク

層
別
化
検
診

肺
が
ん
検
診

大
腸
が
ん

検
診

前
立
腺
が
ん

検
診

子
宮
頸
が
ん

検
診

乳
が
ん
検
診

が
ん
セ
ッ
ト

検
診

日
曜
が
ん
セ
ッ
ト

検
診

免
除
制
度
，

区
役
所
・
支
所

電
話
番
号
一
覧

指
定
医
療

機
関
一
覧

ご
案
内

令和元年度

京都市 がん検診ガイド京都市 がん検診ガイド

あなた が受けら れる がん検診は？

5 0 歳以上

乳がん検診

4 0 歳代3 0 歳代

対 象 者（ ※２）
受 診 料 金（ ※ 1 ）検 査 方 法検 診 種 別

子宮頸がん検診

2 0 歳代

大腸がん検診

前立腺がん検診

肺がん検診

胃がん検診

胃カメ ラ 検査

バリ ウム検査

ＡＢＣ 検診

（ 血液検査）

胸部エッ ク ス線検査

便潜血検査
（ ２ 日分の検便）

ＰＳＡ 検査
（ 血液検査）

子宮頸部細胞診

エコ ー検査

マンモグラフィ 検査

３ ，０００ 円

１ ，０００ 円

５００ 円

無料

３００ 円

１ ，５００ 円

１ ，０００ 円

１ ，３００ 円

１ ，３００ 円

胃がんリ スク
層別化検診

５０ 歳以上の市民
２ 年に１ 回

４０・４５・５０・５５・６０・６５歳の市民
上記年齢を通じ て１回のみ

４０ 歳以上の市民
１ 年に１ 回

４０ 歳以上の市民
１ 年に１ 回

５０歳以上の男性の市民
２年に１回

２０ 歳以上の女性の市民
２ 年に１ 回

３０歳代の女性の市民
２年に１回

４０ 歳以上の女性の市民
２ 年に１ 回

※１ 　 受診料金の免除制度は１ ５ ページを ご覧く ださ い。

※２ 　 対象年齢は， 受診する 年の1 2 月3 1 日時点で判定し ます。 2 年に1 回の検診は， 各年， 偶数の年齢の方が対象です。  

　 　 　 ただし ， 奇数の年齢の方でも ， 前年（ 偶数の年齢の年） に受診し ていない場合は受診でき ます。

本冊については，以下のＵＲＬから御覧ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000135/135788/31guide.pdf

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000135/135788/31guide.pdf
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 歴史的な価値を有する建築物を安全に保存し， 

活用することで，次世代へ継承する制度 
 

― 京 都 市 歴 史 的 建 築 物 の 保 存 及 び 活 用 に 関 す る 条 例 ― 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 京都市内には，京町家などの伝統的な木造建築物や，近代建築物が数多

く存在し，歴史都市・京都の景観を形成し，文化を伝えています。 

・ しかし，こうした建築物は，増築や用途の変更を行おうとする場合，現

行の建築基準法の規定に適合することが求められることから，景観的，

文化的に価値のある意匠や形態等を保存しながら，使い続けることが困

難となることがあります。 

・ このような歴史的建築物は，それぞれの建築物に適した安全性を確保す

る規定等を定めた「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」

を活用することで，建築基準法の適用を除外し，良好な状態で次世代へ

継承することが可能です。 

 

 

建築基準法が適用されることにより，

建築物の保存，活用のための建築行為

が困難となる場合には，この条例によ

り同法の適用を除外します。 

安全性の確保や市街地環境の保全等

については，この条例により，建築

物の価値を踏まえながら，状況に応

じた措置を講じていただきます。 

文化的価値 

景観的価値 

歴史的価値 

伝統的な木造の建築物 近代建築物 

 

歴史的建築物 

 

（ 令和元年度第一回事務事業評価委員会資料）

本冊については，以下のＵＲＬから御覧ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000157/157989/reaflet2.pdf

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000157/157989/reaflet2.pdf


保存活用計画作成支援事業 補助金交付実績

規模・構造 延べ面積（㎡） 補助額（千円） 備考
26 13,000 交付済 １件 4,044 31.1% 大規模木造 824 4,044

非木造 821 5,000
大規模木造 3,646 2,000

28 13,000 交付済 １件 5,000 38.5% 大規模木造 850 5,000
小規模木造 124 2,000
大規模木造 314 2,224

非木造 5,607 5,000
小規模木造 195 1,600
小規模木造 142 1,800

交付決定済 １件 ※8,400 ※56% 大規模木造 3,314 5,000 繰越

※助成率：2/3 ※助成上限：小規模木造（200㎡以下）200万円，非木造・大規模木造：500万円

【補助対象建築物の件数及び補助執行率の推移】

年度
予算額

（千円）
件数

決算額合計
（千円）

執行率

29 10,000 交付済 ３件 9,224 92.2%

27 13,000 交付済 ２件 7,000 53.8%

※繰越分を含めた執行見込

交付済 ２件
30 15,000

3,400 22.7%

（令和元年度第一回事務事業評価委員会資料）



歴史的建築物保存・活用推進事業実績

H31
予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算
23,000 12,828 23,000 15,501 18,000 8,866 11,300 10,354 27,642 15,251 16,929

報償費 525 0 450 33 540 56 300 223 600 234 240
旅費 120 104 0 0 150 106 50 22 150 148 100
需用費 1,050 678 1,250 499 1,250 732 890 865 1,172 1,021 519
役務費（通信運搬費等） 280 34 300 1 60 2 60 20 20 16 20
補助金 13,000 4,044 13,000 7,000 13,000 5,000 10,000 9,224 15,000 3,400 12,000
使用料及び賃借料 25 0 0 0 0 0 0 0 300 32 50
委託料 8,000 7,968 8,000 7,968 3,000 2,970 0 0 10,400 10,400 4,000

※繰越分5,000千円を含めた執行見込

区分

31.1% 53.8% 38.5%

【過去５年の予決算】

H26 H27 H28 H29 H30

92.2% 22.7%
補助金執行率

（※56.0%）

事業費     （千円）



普及啓発方法一覧

年度 実績等 作成パンフ等
所有者への資料送付：635件，関係団体への説明会：1回（88名）
個別住訪調査：25件
ワークショップ開催：2回（25名，26名） 手続BOOK①
個別住訪調査：25件
制度活用モデルプラン等の作成 手続BOOK②
設計者等への説明会：2回（76名，102名）

29 現場見学会：1回（36名），講習会：3回（14名，15名， 27名）
30 現場見学会：3回（87名，41名，10名），個別相談会：2件

31 実践講習会：1回（39名），現場見学会：2回（46名，53名），
シンポジウム：1回（予定）

【普及啓発方法の一覧】

普及啓発方法
建築物の所有者や関係団体等に対する条例の周知（資料配布・説明会等）

27

26

28
法適用除外基準の事前明示のための包括同意基準の制定に向けた検討

設計者向けの実践講習会，工事現場見学会，シンポジウム等の実施

設計者向けの工事現場見学会や個別相談会等の実施

建築物の所有者に対する活用意向の調査や条例活用が望ましい案件についての働きかけ
設計者等に対する条例の周知（資料配布・説明会等）
建築物の所有者に対する活用意向の調査や条例活用が望ましい案件についての働きかけ

設計者等に対する条例の周知（資料配布・説明会等）
設計者向けの実践講習会や工事現場見学会等の実施



【参考】









（令和元年度第１回京都市事務事業評価委員会 資料） 
 

環境政策局地球温暖化対策室 
 

次世代自動車普及促進事業の概要 

 

１ 事業概要 

（１） 「２０５０年二酸化炭素排出量正味ゼロ」という高い目標を達成するためには，温室効果ガ 

スの排出削減に向けた運輸部門に係る対策として，電気自動車（ＥＶ）をはじめとするエコカ

ーの普及促進が重要である。 

    また，京都市自動車環境対策計画では，「環境共生と低炭素のまち・京都」，人と公共交通優

先の「歩くまち・京都」の実現を目指し，エコカーへの転換をはじめ，総合的な自動車環境対

策を推進している。 

（２） 市が主催する環境イベントや防災訓練時等に，非常用電源としての活用方法を周知するとと

もに，同イベントにおいて自動車販売店とも連携しながら，最新のＥＶやプラグインハイブリ

ッド自動車（ＰＨＶ）についてもＰＲしている。走行時に，二酸化炭素等の排気ガスの出ない

ＥＶ及び排気ガスが少ないＰＨＶの普及啓発に向け更なる魅力を発信する取組を重点的に進め

ている。 

（３） 併せて，多くの市民に利用される公共施設に備える充電設備の日常管理業務を実施し，充電

インフラを整備することで，運輸部門における温室効果ガスの排出量削減に取り組んでいる。 

 

２ これまでの事務事業の見直しについて 

   近年，民間での急速充電設備の設置が進み，市内のＥＶ普及台数に対して十分と思われる程度

になった。そのため，維持管理コストの負担が大きい４箇所の充電設備について，設備の対応年

数が超過したため，その設置を平成３０年度末をもって廃止した。 

 

３ 本市が実施する本事業以外のＥＶ，ＰＨＶの普及促進事業一覧 

関西広域連合次世代自動車普及促進事業

担当者会議 

関西広域連合の構成市として，他都市と協同してエコカ

ー検定の実施や次世代自動車普及促進冊子の作成等を実

施。また，構成府県市の取り組み状況など情報を交換。 

エコカー検定の実施 走行時に二酸化炭素を排出しない次世代のエコカーであ

る電気自動車の魅力や知識を関西広域連合管内の住民に

広く，楽しく知っていただく機会とするため，ＥＶ，Ｐ

ＨＶなどの知識を問うエコカー検定を実施。 

次世代自動車普及促進冊子の作成・配布 関西広域連合で作成した燃料電池自動車（ＦＣＶ）啓発

冊子「燃料電池自動車って何だろう」に掲載した内容か

らエコカー検定の問題を多く出題することとし，冊子と

検定を組み合わせて，次世代自動車の普及を促進。 

公用車としての活用 地球温暖化対策室所管のＥＶを，庁内の他部署に公用車

として活用することで啓発の機会を拡大。 

 

 



４ 過去５年間のイベント等でのＥＶ活用実績推移 

    ＥＶを葵祭，時代祭，大文字駅伝，全国都道府県対抗女子駅伝，地域防災訓練，選挙などに

貸し出すことで，啓発を行っている。 

＜イベントへのＥＶ貸出実績＞                    

年度 H26 H27 H28 H29 H30 累計 

利用件数（件） 15 20 14 8 4 61 

利用日数（日） 58 50 48 53 19 228 

注 平成２９年度から，ＦＣＶの貸出も開始している（２９年度１７件，３０年度１９件）ため，Ｅ

Ｖの貸出実績は減少している。しかし，ＦＣＶを貸し出したイベントの一部で次世代自動車にかか

る啓発冊子の配布やパネルの展示等による啓発を行うことで，ＥＶ，ＦＣＶを併せてＰＲしてい

る。 

 


